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○ 建 設 省 告 示 第 号 
建 築 基 準 法 施 行 令 第 百 四 十 四 条 第 一 号 イ 及 び ロ 、 第 二 号 、 第 四 号 イ 、 第 六 号 及 び 第 七 号 の 規 定 に 基 づ き 、

遊 戯 施 設 の 構 造 方 法 を 次 の よ う に 定 め る 。  

平 成 年 月 日 

 

   遊 戯 施 設 に 関 す る 構 造 方 法 を 定 め る 件 

第 一 令 第 百 四 十 四 条 第 一 号 イ に 基 づ き 定 め る 構 造 方 法 は 、 軽 微 な 部 分 を 除 き 木 造 、 鉄 骨 造 、 鉄 筋 コ ン ク リ

ー ト 造 、 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 又 は 令 第 八 十 条 の 二 第 二 号 で 定 め る 構 造 と し 、 令 第 三 十 六 条 の 二 か ら 第

三 十 九 条 ま で の 規 定 を 準 用 す る ほ か 、 次 の 基 準 に 適 合 す る 構 造 と す る こ と 。 

一 支 持 構 造 部 の う ち 木 造 の 部 分 に あ っ て は 、 令 第 四 十 条 か ら 第 四 十 二 条 ま で 、 第 四 十 四 条 、 第 四 十 六 条

第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 四 十 七 条 の 規 定 を 準 用 す る こ と 。 

二 支 持 構 造 部 の う ち 鉄 骨 造 の 部 分 は 、 令 第 三 章 第 五 節 の 規 定 を 準 用 す る こ と 。 

三 支 持 構 造 部 の う ち 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 の 部 分 は 、 令 第 三 章 第 六 節 の 規 定 を 準 用 す る こ と 。 

四 支 持 構 造 部 の う ち 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 の 部 分 は 、 令 第 三 章 第 六 節 の 二 の 規 定 を 準 用 す る こ と 。 

五 支 持 構 造 部 の う ち 令 第 八 十 条 の 二 第 二 号 で 定 め る 構 造 と す る 部 分 は 、 令 第 八 十 条 の 二 第 二 号 の 規 定 を

準 用 す る こ と 。 

六 支 持 構 造 部 の う ち 繊 維 強 化 プ ラ ス チ ッ ク そ の 他 こ れ に 類 す る 材 料 は 、 軌 道 （ 軌 道 を 支 え る 部 分 を 除 く

。 ） で 摩 損 又 は 疲 労 破 壊 が 生 じ に く い 部 分 に 限 り 用 い る も の と し 、 厚 さ が お お む ね 五 ミ リ メ ー ト ル 以 上

の も の を 用 い る こ と 。 

七 客 席 部 分 は 、 遊 戯 施 設 の 走 行 又 は 回 転 に よ る 衝 撃 に よ り 摩 損 又 は 疲 労 破 壊 が 生 じ に く い 材 料 を 用 い る

こ と 。 

第 二 第 百 四 十 四 条 第 一 号 ロ に 基 づ き 定 め る 構 造 計 算 は 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 長 期 に 生 ず る 力 に つ い

て は 、 特 別 な 構 造 計 算 又 は 実 験 に よ っ て 構 造 耐 力 上 安 全 で あ る こ と が 確 か め ら れ た 場 合 に お い て は 、 こ の

規 定 に よ ら な い こ と が で き る 。 

一 第 三 に 規 定 す る 荷 重 及 び 外 力 に よ つ て 遊 戯 施 設 の 主 要 支 持 部 分 に 生 ず る 力 を 計 算 す る こ と 。 

二 第 一 号 の 主 要 支 持 部 分 の 断 面 に 生 ず る 長 期 及 び 短 期 の 各 応 力 度 を 次 の 表 に 掲 げ る 式 に よ つ て 計 算 す る

こ と 。 

 

力 の 種

類 

荷 重 及 び

外 力 に つ

一 般 の 場 合 

令 第 八 十 六 条 第 二 項

た だ し 書 の 規 定 に よ

備    考 



00/04/14 

い て 想 定

す る 状 態 

つ て 特 定 行 政 庁 が 指

定 す る 多 雪 区 域 に お

け る 場 合 

 常 時 Ｇ ＋ Ｐ  

長 期 に 生

ず る 力 積 雪 時 

Ｇ ＋ Ｐ 

Ｇ ＋ Ｐ ＋0.7 Ｓ 

積 雪 時 に 運 行 を し な い 遊 戯 施 設 に あ

っ て は 、 積 載 荷 重 を 省 略 す る こ と が で

き る 。 

積 雪 時 Ｇ ＋ Ｐ ＋ Ｓ Ｇ ＋ Ｐ ＋ Ｓ 

積 雪 時 に 運 行 を し な い 遊 戯 施 設 に あ

っ て は 、 積 載 荷 重 を 省 略 す る こ と が で

き る 。 

   

 

Ｇ ＋ Ｐ ＋ Ｗ 

 

短 期 に

生 ず る

力 暴 風 時 Ｇ ＋ Ｐ ＋ Ｗ 

Ｇ ＋ Ｐ ＋0.35 Ｓ ＋ Ｗ 

遊 戯 施 設 の 転 倒 、 柱 の 引 抜 き 等 を 検 討

す る 場 合 に お い て は 、 Ｐ に つ い て は 、

遊 戯 施 設 の 実 況 に 応 じ て 積 載 荷 重 を

減 ら し た 数 値 に よ る も の と し 、 暴 風 時

に 利 用 を し な い 遊 戯 施 設 に あ っ て は 、

暴 風 時 に お け る 積 載 荷 重 を 省 略 す る

こ と が で き る 。 

 

 地 震 時 Ｇ ＋ Ｐ ＋ Ｋ Ｇ ＋ Ｐ ＋0.35 Ｓ ＋ Ｋ  

 
 こ の 表 に お い て 、 Ｇ 、 Ｐ 、 Ｓ 、 Ｗ 及 び Ｋ は 、 そ れ ぞ れ 次 の 力 （ 軸 方 向 力 、 曲 げ モ ー メ ン ト 、 せ

ん 断 力 等 を い う 。 ） を 表 す も の と す る 。 

 Ｇ 第 三 第 一 号 に 規 定 す る 固 定 荷 重 に よ つ て 生 ず る 力 

 Ｐ 第 三 第 二 号 に 規 定 す る 積 載 荷 重 に よ つ て 生 ず る 力 

 Ｓ 第 三 第 三 号 に 規 定 す る 積 雪 荷 重 に よ つ て 生 ず る 力 

 Ｗ 第 三 第 四 号 に 規 定 す る 風 圧 力 に よ つ て 生 ず る 力 

 Ｋ 第 三 第 五 号 に 規 定 す る 地 震 力 に よ つ て 生 ず る 力 

 

三 第 一 号 の 主 要 支 持 部 分 ご と に 、 前 号 の 規 定 に よ つ て 計 算 し た 長 期 及 び 短 期 の 各 応 力 度 が 、 そ れ ぞ れ 第

四 の 規 定 に よ る 長 期 に 生 ず る 力 又 は 短 期 に 生 ず る 力 に 対 す る 各 許 容 応 力 度 を 超 え な い こ と を 確 か め る こ

と 。 

第 三 遊 戯 施 設 の 構 造 計 算 を す る 場 合 に お い て は 、 次 に 定 め る 荷 重 及 び 外 力 に よ ら な け れ ば な ら な い 。 

一 遊 戯 施 設 の 固 定 荷 重 は 、 当 該 遊 戯 施 設 の 実 況 に 応 じ て 定 め た も の に し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に

お い て 、 可 動 部 の 荷 重 に あ っ て は 、 遊 戯 施 設 の 走 行 又 は 回 転 に よ り 生 ず る 衝 撃 に よ る 荷 重 を 割 り 増 し て

定 め な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 別 表 に 掲 げ る 遊 戯 施 設 に あ っ て は 、 当 該 遊 戯 施 設 の 実 況 に 応 じ て 定 め

た 固 定 荷 重 に 、 割 増 係 数 の 欄 に 掲 げ る 係 数 を 乗 じ た も の と す る こ と が で き る 。 
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二 遊 戯 施 設 の 客 席 部 分 の 積 載 荷 重 は 、 客 席 部 分 の 種 類 に 応 じ て 、 次 に 定 め る 数 値 以 上 で 当 該 遊 戯 施 設 の

実 況 に 応 じ て 定 め た も の に 、 そ の 遊 戯 施 設 の 走 行 又 は 回 転 に よ り 生 ず る 衝 撃 に よ る 荷 重 を 割 り 増 し て 定

め な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 別 表 に 掲 げ る 遊 戯 施 設 に あ っ て は 、 当 該 遊 戯 施 設 の 実 況 に 応 じ て 定 め た

積 載 荷 重 に 、 割 増 係 数 の 欄 に 掲 げ る 係 数 を 乗 じ た も の と す る こ と が で き る 。 

イ 座 席 を 有 す る 客 席 部 分 に あ つ て は 、 一 座 席 に つ き 六 百 四 十 ニ ュ ー ト ン と し て 計 算 し た 数 値 （ 小 児 専

用 の も の に あ つ て は 、 使 用 条 件 に よ り 当 該 荷 重 を 二 分 の 一 ま で 低 減 し た 数 値 ） 

ロ イ 以 外 の 客 席 部 分 に あ つ て は 、 床 面 積 一 平 方 メ ー ト ル に つ き 三 千 六 百 ニ ュ ー ト ン と し て 計 算 し た 数

値 

三 積 雪 荷 重 は 、 令 第 八 十 六 条 に 基 づ き 算 定 し た 数 値 を 用 い な け れ ば な ら な い 。 

四 風 圧 力 は 、 令 第 八 十 七 条 に 基 づ き 算 定 し た 数 値 を 用 い な け れ ば な ら な い 。 

五 地 震 力 は 、 令 第 八 十 八 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 に 基 づ き 算 定 し た 数 値 を 用 い な け れ ば な ら な い 。 

第 四 遊 戯 施 設 の 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 部 分 に 使 用 す る 材 料 の 許 容 応 力 度 は 、 当 該 材 料 の 破 壊 強 度 を そ れ ぞ

れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 数 量 で 除 し た 数 値 に よ ら な け れ ば な ら な い 。 

 長 期 に 生 ず る 力 に 対

す る 許 容 応 力 度 の 算

定 に 用 い る 数 値 

短 期 に 生 ず る 力 に

対 す る 許 容 応 力 度

の 算 定 に 用 い る 数

値 

客 席 部 分 六 二 

可 動 部 分 又 は 機 械 部 分 四 （ 脆 性 金 属 に あ つ

て は 、 十 ） 

二 （ 脆 性 金 属 に あ つ

て は 、 五 ） 

鋼 材 の 部 分 四 二 

コ ン ク リ ー ト の 部 分 七 二 

木 材 の 部 分 四 二 

動 荷 重 を 直 接 支 持 す る 柱 又 は は り 

繊 維 強 化 プ ラ ス チ ッ

ク そ の 他 こ れ に 類 す

る も の の 部 分 

五 三 

プ ラ ン ジ ヤ ー 、 シ リ ン ダ ー 又 は 圧 力 配 管 四 （ 脆 性 金 属 に あ つ

て は 、 十 ） 

二 （ 脆 性 金 属 に あ つ

て は 、 五 ） 

油 圧 ゴ ム ホ ー ス 六 四 

第 五 主 要 構 造 の う ち 摩 損 又 は 疲 労 破 壊 を 生 ず る お そ れ の あ る 部 分 に つ い て は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る も

の と す る 。 

一 令 第 百 四 十 四 条 第 二 号 で 読 み 替 え て 準 用 す る 令 第 百 二 十 九 条 の 四 第 一 項 第 二 号 に 基 づ き 定 め る 遊 戯 施
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設 は 、 客 席 部 分 を 支 え る 主 要 な 支 持 部 分 を 主 索 で つ る 遊 戯 施 設 及 び 客 席 部 分 を 鎖 で つ る 遊 戯 施 設 と す る

。 

二 令 第 百 四 十 四 条 第 二 号 で 読 み 替 え て 準 用 す る 令 第 百 二 十 九 条 の 四 第 二 項 第 二 号 で 定 め る の 数 値 は 、

別 表 に 掲 げ る 遊 戯 施 設 の 種 類 に 応 じ 割 増 係 数 の 欄 に 掲 げ る 数 値 と す る 。 

三 令 第 百 四 十 四 条 第 二 号 で 読 み 替 え て 準 用 す る 令 第 百 二 十 九 条 の 四 第 二 項 第 二 号 で 定 め る の 数 値 は 、

非 常 止 め 装 置 が 設 け ら れ た も の で 、 か つ 、 そ の 非 常 止 め 装 置 の 作 動 に よ る 衝 撃 が 主 索 に か か る 力 を 増 す

方 向 に 働 く も の に あ っ て は 、 固 定 荷 重 と 積 載 荷 重 に よ る 力 に そ の 衝 撃 を 加 え た 数 値 を 固 定 荷 重 と 積 載 荷

重 の 和 で 除 し た 値 と し 、 そ の 他 の 場 合 は 一 と す る 。 

四 次 の イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 主 索 及 び そ の 端 部 に つ い て 令 第 百 四 十 四 条 第 二 号 で 読 み 替 え て 準 用 す る 令

第 百 二 十 九 条 の 四 第 二 項 第 三 号 に 基 づ き 定 め る 常 時 及 び 安 全 装 置 作 動 時 の 設 置 時 及 び 使 用 時 の 安 全 率 は

、 第 五 号 に 定 め る 数 値 と す る こ と 。 

イ 主 索 は 、 建 築 基 準 法 第 三 十 七 条 第 一 号 の 規 定 に 基 づ き 指 定 さ れ た 日 本 工 業 規 格 に 適 合 す る も の 又 は

建 築 基 準 法 第 三 十 七 条 第 二 号 に 基 づ き 建 設 大 臣 の 認 定 を 受 け た も の と す る こ と 。 

ロ 直 径 は 、 十 ミ リ メ ー ト ル （ 巻 胴 式 の 駆 動 装 置 に 用 い る 主 索 に あ っ て は 、 八 ミ リ メ ー ト ル ） 以 上 と す

る こ と 。 

ハ 端 部 は 、 シ ン ブ ル を 使 用 し た ク リ ッ プ 止 め （ 三 箇 所 以 上 止 め る 方 法 に 限 る 。 ） そ の 他 こ れ に 類 す る

方 法 に よ り 緊 結 す る こ と 。 

ニ 綱 車 又 は 巻 胴 の 直 径 は 、 主 索 の 直 径 の 四 十 倍 以 上 と す る こ と 。 た だ し 、 巻 胴 式 の 駆 動 装 置 に 用 い る

案 内 用 の 滑 車 で あ る 綱 車 に あ っ て は 、 二 十 倍 以 上 と す る こ と が で き る 。 

五 令 第 百 四 十 四 条 第 二 号 で 読 み 替 え て 準 用 す る 令 第 百 二 十 九 条 の 四 第 二 項 第 三 号 に 基 づ き 定 め る 主 索 及

び そ の 端 部 の 常 時 及 び 安 全 装 置 作 動 時 の 設 置 時 及 び 使 用 時 の 安 全 率 は 、 次 に 定 め る 数 値 と す る 。 

イ 主 索 

常 時 の 安 全 率 安 全 装 置 作 動 時 の 安 全 率 

設 置 時 使 用 時 設 置 時 使 用 時 

三 ・ 八 三 二 ・ 五 二 

ロ 主 索 の 端 部 

常 時 の 安 全 率 安 全 装 置 作 動 時 の 安 全 率 

設 置 時 使 用 時 設 置 時 使 用 時 

四 三 二 ・ 七 二 

六 第 四 号 イ か ら ニ ま で に 掲 げ る 主 索 に つ い て 令 第 百 四 十 四 条 第 二 号 で 読 み 替 え て 準 用 す る 令 第 百 二 十 九
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条 の 四 第 二 項 第 四 号 に 基 づ き 定 め る 設 置 時 及 び 使 用 時 の 限 界 安 全 率 は 、 次 の 表 に 定 め る 数 値 と す る 。 

イ 主 索 

設 置 時 の 限 界 安 全 率 使 用 時 の 限 界 安 全 率 

二 ・ 五 二 

ロ 主 索 の 端 部 
設 置 時 の 限 界 安 全 率 使 用 時 の 限 界 安 全 率 

二 ・ 七 二 

三 次 の イ 及 び ロ に 掲 げ る 鎖 に つ い て 令 第 百 四 十 四 条 第 二 号 で 読 み 替 え て 準 用 す る 令 第 百 二 十 九 条 の 四 第

二 項 第 三 号 に 基 づ き 定 め る 常 時 及 び 安 全 装 置 作 動 時 の 設 置 時 及 び 使 用 時 の 安 全 率 は 、 次 の 表 に 定 め る 数

値 と す る 。 

イ 日 本 工 業 規 格 Ｂ 一 八 〇 一 （ 伝 動 用 ロ ー ラ ー チ ェ ー ン ） ― 一 九 九 七 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｆ 二 一 〇 六 （ 船

用 一 般 チ ェ ー ン ） ― 一 九 九 五 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

ロ 端 部 は 、 鋼 製 留 金 具 に よ り 緊 結 す る こ と 。 

常 時 の 安 全 率 安 全 装 置 作 動 時 の 安 全 率 

設 置 時 使 用 時 設 置 時 使 用 時 

三 ・ 八 三 二 ・ 五 二 

四 前 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 鎖 に つ い て 令 第 百 四 十 四 条 第 二 号 で 読 み 替 え て 準 用 す る 令 第 百 二 十 九 条 の 四 第

二 項 第 四 号 に 基 づ き 定 め る 設 置 時 及 び 使 用 時 の 限 界 安 全 率 は 、 次 の 表 に 定 め る 数 値 と す る 。 

設 置 時 の 限 界 安 全 率 使 用 時 の 限 界 安 全 率 

二 ・ 五 二 

第 六 客 席 部 分 の 構 造 

  第 百 四 十 四 条 第 四 号 イ に 基 づ き 、 建 設 大 臣 が 定 め る 客 席 部 分 の 構 造 方 法 は 、 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 に 掲

げ る 遊 戯 施 設 に つ い て 、 次 の 各 号 の 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と と す る 。 

一 客 席 部 分 （ 別 表 第 一 に 掲 げ る も の に 係 る も の を 除 く 。 ） に は 、 次 の 構 造 の 側 壁 そ の 他 こ れ に 類 す る

も の を 設 け 、 か つ 、 乗 降 口 に 扉 （ 施 錠 す る 装 置 を 設 け た も の に 限 る 。 ） を 設 け る こ と 。 た だ し 、 シ ー ト

ベ ル ト そ の 他 客 席 部 分 に い る 人 が 客 席 部 分 か ら 落 下 す る こ と を 防 止 す る 設 備 （ 以 下 「 シ ー ト ベ ル ト 等 」

と い う 。 ） を 設 け た も の 、 定 常 速 度 又 は 定 常 円 周 速 度 が 毎 時 十 二 キ ロ メ ー ト ル 未 満 、 勾 配 が 二 度 未 満 で

、 か つ 、 地 盤 面 か ら 客 席 部 分 ま で の 高 さ が 二 メ ー ト ル 未 満 の も の で 、 手 す り そ の 他 客 席 部 分 に い る 人 が

自 ら 体 を 支 え る こ と が で き る 設 備 （ 以 下 「 手 す り 等 」 と い う 。 ） を 設 け た も の に あ っ て は こ の 限 り で な

い 。 
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イ 客 席 部 分 の 人 が 座 席 に 座 っ て 利 用 す る も の で 、 地 盤 面 （ 客 席 部 分 の 外 側 に 十 分 な 広 さ の 固 定 式 の 床

が あ る 場 合 に あ っ て そ の 床 を 地 盤 面 と 見 な す 。 以 下 こ の 号 及 び 第 六 に お い て 同 じ 。 ） か ら 客 席 部 分 ま

で の 高 さ が 五 メ ー ト ル 未 満 の も の 床 面 か ら の 高 さ が 五 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 、 か つ 、 座 席 面 か ら

の 高 さ が 三 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の も の 

ロ 客 席 部 分 の 人 が 座 席 に 座 っ て 利 用 す る も の で 、 地 盤 面 か ら 客 席 部 分 ま で の 高 さ が 五 メ ー ト ル 以 上 の

も の 床 面 か ら 高 さ が 八 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 、 か つ 、 座 席 面 か ら の 高 さ が 四 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上

の も の 

ハ 客 席 部 分 の 人 が 立 っ て 利 用 す る も の 床 面 か ら の 高 さ が 一 ・ 一 メ ー ト ル 以 上 

二 別 表 第 一 及 び 並 び に 別 表 第 二 か ら ま で に 掲 げ る 施 設 で 次 の い ず れ か に 掲 げ る も の 客 席 部 分

に い る 人 の 体 を 確 実 に 客 席 部 分 に 固 定 す る 設 備 を 設 け る こ と 。 

イ 客 席 部 分 が 四 十 五 度 以 上 傾 斜 す る も の （ 事 故 等 で 停 止 し た 場 合 に 客 席 部 分 の 人 が 客 席 か ら 落 下 す る

こ と な く 速 や か に 客 席 部 分 が 水 平 に 戻 る も の 、 又 は 、 客 席 部 分 が 壁 又 は 囲 い で 囲 ま れ か ご 内 の 人 が か

ご 外 に 落 下 す る お そ れ が な い も の を 除 く 。 ） 

ロ 客 席 部 分 に 床 が な い も の 

ハ 重 力 そ の 他 の 力 に よ り 座 面 に 垂 直 方 向 に 客 席 部 分 の 人 を 押 さ え る 力 が 零 と な る も の 

三 別 表 第 一 及 び 並 び に 別 表 第 二 か ら ま で に 掲 げ る 施 設 で 第 二 号 に 掲 げ る も の 以 外 の も の 手 す

り 等 及 び シ ー ト ベ ル ト 等 を 設 け る こ と 。 

四 別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 次 に 掲 げ る 部 分 を 除 き 高 さ が 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 （ 客 席 部 分 の 人 に 遠

心 力 が 作 用 す る 部 分 に お い て は 、 客 席 部 分 の 人 が 外 に 飛 び 出 さ な い よ う に し た 高 さ ） と し た 側 壁 を 設 け

る こ と 。 

イ ス ロ ー プ へ の 乗 り 入 れ 口 

ロ 直 前 の ス ロ ー プ を 一 ・ 五 メ ー ト ル 以 上 直 線 部 分 と す る と と も に 、 深 さ を 八 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 、 出

口 部 の 先 端 か ら の 長 さ を 六 メ ー ト ル （ 安 全 上 支 障 な い 場 合 に お い て は 三 メ ー ト ル ） 以 上 と し た プ ー ル

を 設 け た 出 口 。 

五 別 表 第 二 に 掲 げ る 施 設 手 す り 等 及 び シ ー ト ベ ル ト 等 を 設 け る こ と 。 た だ し 、 定 常 円 周 速 度 が 毎 分

三 六 〇 メ ー ト ル を 超 え な い も の に あ っ て は 、 シ ー ト ベ ル ト 等 を 設 け な い こ と が で き る 。 

六 別 表 第 二 に 掲 げ る 施 設 手 す り 等 を 設 け る こ と 。 

六 別 表 第 二 に 掲 げ る 施 設 手 す り 等 及 び シ ー ト ベ ル ト 等 を 設 け る こ と 。 た だ し 、 定 常 円 周 速 度 が 毎 分
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三 九 十 メ ー ト ル を 超 え な い も の に あ っ て は 、 シ ー ト ベ ル ト 等 を 設 け な い こ と が で き る 。 
七 別 表 第 二 に 掲 げ る 施 設 地 盤 面 か ら 客 席 部 分 ま で の 高 さ が 十 メ ー ト ル を 超 え る も の に あ っ て は 、 客

席 部 分 を 壁 、 床 及 び 天 井 を 設 け 乗 降 口 に は 扉 を 設 け 、 十 メ ー ト ル を 超 え な い も の に あ っ て は 、 手 す り 等

を 設 け る こ と 。 

第 七 非 常 止 め 装 置 の 構 造 

 第 百 四 十 四 条 第 六 号 に 基 づ き 、 建 設 大 臣 が 定 め る 非 常 止 め 装 置 の 構 造 方 法 は 、 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 に 掲

げ る 遊 戯 施 設 に つ い て 、 次 の と お り と す る 。 

一 客 席 部 分 の 走 行 速 度 、 円 周 速 度 及 び 傾 斜 角 度 が 、 定 常 走 行 速 度 （ 積 載 荷 重 を 作 用 さ せ て 運 転 す る 場 合

の 最 高 走 行 速 度 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 定 常 円 周 速 度 （ 積 載 荷 重 を 作 用 さ せ て 運 転 す る 場 合 の 最 高 円 周

速 度 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 最 大 傾 斜 角 度 （ 通 常 の 走 行 又 は 回 転 に お け る 客 席 部 分 の 傾 斜 角 度 を い う

。 ） を 超 え た 場 合 に 客 席 部 分 を 制 止 す る 装 置 と す る こ と 。 た だ し 、 動 力 を 切 っ た と き に お い て も 客 席 部

分 が 加 速 せ ず 、 か つ 、 安 全 に 停 止 す る 構 造 の も の に あ っ て は 動 力 を 切 る 装 置 と す る こ と が で き る 。 

二 油 圧 式 の 駆 動 装 置 に よ る 遊 戯 施 設 に あ つ て は 、 次 に 掲 げ る 装 置 

イ 遊 戯 施 設 の 運 転 中 に 油 圧 が 異 常 に 増 大 し た 場 合 、 自 動 的 に 作 動 し て 、 作 動 圧 力 （ ポ ン プ か ら の 吐 出

圧 力 を い う 。 ） が 、 定 格 圧 力 （ 積 載 荷 重 と 作 用 さ せ て 連 続 し て 使 用 で き る 最 高 圧 力 を い う 。 ） の 一 ・

二 五 倍 を 超 え な い よ う に す る 装 置 

ロ パ ワ ー シ リ ン ダ ー で 客 席 部 分 を 支 持 し て 昇 降 さ せ る 構 造 の も の に あ つ て は 、 圧 力 配 管 、 油 圧 ゴ ム ホ

ー ス 、 ポ ン プ 等 が 破 損 し た と き に 客 席 部 分 の 急 激 な 降 下 を 防 止 す る 装 置 

ハ 油 温 を 摂 氏 五 度 以 上 摂 氏 六 十 度 以 下 に 保 つ た め の 装 置 

三 動 力 が 切 れ た 場 合 、 駆 動 装 置 に 故 障 が 生 じ た 場 合 に 、 加 速 又 は 通 常 の 走 行 の 方 向 と 逆 の 方 向 に 走 行 す

る お そ れ が あ る も の に つ い て は 、 加 速 又 は 逆 走 を 防 止 す る 装 置 

四 一 の 軌 道 上 に 二 以 上 の 客 席 部 分 （ 複 数 の 客 席 部 分 が 連 結 さ れ て 走 行 す る も の に あ っ て は 、 こ れ を 一 の

客 席 部 分 と み な す 。 ） が 同 時 に 走 行 す る も の に あ つ て は 、 追 突 を 防 止 す る 装 置 

第 八 安 全 柵 等 

第 百 四 十 四 条 第 七 号 に 基 づ き 、 建 設 大 臣 が 定 め る 構 造 方 法 は 次 の と お り と す る 。 

一 運 転 開 始 及 び 運 転 終 了 を 表 示 す る 信 号 装 置 を 設 け る こ と 。 

二 遊 戯 施 設 へ の 乗 降 は 、 客 席 部 分 を 停 止 さ せ て 行 う 構 造 と す る こ と 。 た だ し 、 乗 降 部 分 に お い て 客 席 部

分 の 乗 降 部 分 の 床 に 対 す る 速 度 が 二 十 メ ー ト ル 以 下 で あ る 場 合 で 安 全 上 支 障 が な い 場 合 に あ っ て は こ の
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限 り で な い 。 
三 非 常 止 め 装 置 が 作 動 し た 場 合 、 客 席 に い る 人 を 安 全 に 救 出 す る こ と が で き る 位 置 に 客 席 部 分 を 移 動 す

る た め の 手 動 運 転 装 置 又 は 客 席 に い る 人 を 安 全 に 救 出 す る こ と が で き る 通 路 そ の 他 の 施 設 を 設 け る こ と

。 た だ し 、 構 造 上 客 席 に い る 人 が 安 全 に 避 難 す る こ と が で き る 遊 戯 施 設 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

四 遊 戯 施 設 に は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 安 全 柵 を 設 け る こ と 。 

イ 安 全 柵 は 、 客 席 に い る 人 以 外 の 人 が 遊 戯 施 設 の 可 動 部 分 に 触 れ る お そ れ の な い 位 置 及 び 地 盤 面 か ら

の 高 さ が 二 メ ー ト ル 以 上 の プ ラ ツ ト ホ ー ム を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 外 周 に 設 け 、 か つ 、 そ の 高

さ を 百 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と し な け れ ば な ら な い 。 

ロ 安 全 柵 は 、 縦 柵 そ の 他 こ れ に 類 す る も の と し 、 か つ 、 人 が 容 易 に く ぐ り 抜 け る こ と の で き な い 構 造

と し な け れ ば な ら な い 。 

ハ 安 全 柵 の 出 入 口 に は 、 管 理 者 以 外 の 者 が 容 易 に 開 放 す る こ と の で き な い 構 造 を 有 す る 戸 そ の 他 こ れ

に 類 す る も の を 設 け な け れ ば な ら な い 。 

五 遊 戯 施 設 の 運 転 室 は 、 運 転 を 行 う た め に 十 分 見 通 し の よ い 位 置 に 設 け 、 か つ 、 人 の 乗 降 を 監 視 で き る

構 造 と す る こ と 。 

六 遊 戯 施 設 の 乗 り 場 に は 、 遊 戯 施 設 の 使 用 の 制 限 に 関 す る 事 項 を 掲 示 し な け れ ば な ら な い 。 

別 表 第 一 

 遊 戯 施 設 の 種 類 定 常 走 行

速 度 （ 毎 時

キ ロ メ ー

ト ル ） 

勾 配 （ 単 位 

度 ） 

割 増 係 数 

 勾 配 が 五 度 未 満 の 軌 条 又 は 軌

道 を 走 行 す る も の 

四 十 － 一 ・ 五( ゴ ム タ イ ヤ の 使 用 等 振

動 を 減 少 さ せ る 構 造 と し た 場

合 は 一 ・ 二) 

 軌 条 を 走 行 す る も の で 以 外

の も の 

百 五 十 二 ・ 〇( ゴ ム タ イ ヤ の 使 用 等 振

動 を 減 少 さ せ る 構 造 と し た 場

合 は 一 ・ 五) 

 軌 条 を 有 さ な い 軌 道 を 走 行 す

る も の で 以 外 の も の 

六 十 四 十 二 ・ 〇( ゴ ム タ イ ヤ の 使 用 等 振

動 を 減 少 さ せ る 構 造 と し た 場

合 は 一 ・ 五 、 水 路 部 分 は 、 一 ・

三) 

 水 を 流 し た 水 路 を 人 が 直 接 滑

走 す る も の 

－ 三 十 

 

一 ・ 三 

 客 席 部 分 を つ り 昇 降 さ せ る も

の 

十 八 九 十 一 ・ 五 

 

別 表 第 二 

 遊 戯 施 設 の 種 類 定 常 円 周 傾 斜 角 度 （ 度 ） 割 増 係 数 
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速 度 （ 毎 時

キ ロ メ ー

ト ル ） 

 客 席 部 分 が 主 索 又 は 鎖 に よ り

つ る さ れ 、 か つ 、 垂 直 軸 又 は 傾

斜 し た 回 転 軸 の ま わ り を 一 定

の 速 度 で 回 転 の み を 行 う も の 

三 十 六 － 一 ・ 三 

 客 席 部 分 が 垂 直 軸 又 は 傾 斜 し

た 回 転 軸 の ま わ り を 一 定 の 速

度 で 回 転 す る も の （ 客 席 部 分 を

ゆ る や か に 上 下 動 さ せ る も の

を 含 む 。 ） 

十 二 － 一 ・ 三 （ 客 席 部 分 が 上 下 動 し な

い も の に あ っ て は 一 ・ 二 ） 

 客 席 部 分 が 、 垂 直 軸 又 は 十 五 度

以 内 の 傾 斜 し た 回 転 軸 の ま わ

り を 回 転 す る も の で 又 は

に 掲 げ る も の 以 外 の も の 
三 十 － 一 ． 五 

 客 席 部 分 が 固 定 さ れ た 水 平 軸

の ま わ り を 一 定 の 速 度 で 回 転

す る も の 

二 十 四 － 一 ・ 三 

 客 席 部 分 が 可 変 軸 の ま わ り を

回 転 す る も の で 昇 降 運 動 を 伴

わ な い も の 

四 十 九 十 一 ・ 五 

 客 席 部 分 が 可 変 軸 の ま わ り を

回 転 す る も の で 昇 降 運 動 を 伴

う も の 

三 十 三 三 十 二 ・ 〇 

 客 席 部 分 が 垂 直 平 面 内 の う ち

当 該 円 の 中 心 点 よ り 低 い 部 分

に お い て 回 転 運 動 の 一 部 を 反

復 し て 行 う も の 

四 十 八 － 一 ・ 三 
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